
 

 

保育所適正配置基本構想の改訂について 

 

１ 改訂の背景 

本市では、将来における保育所等の過不足の見通しと既存の保育所等の整備、活用のあり方について

検討し、平成 21 年３月に保育所適正配置基本構想を策定している。 

その後、子ども・子育て支援新制度の開始（平成 27 年度）に伴う認定こども園の増加、人口集中地

域における待機児童の増加、周辺地域における就学前児童の減少など保育を取り巻く状況は大きく変化

し、保育所等の配置及び規模の適正化について見直しを行う必要が生じた。 

このため、基本構想策定時からの人口及びニーズ量の増減、施設配置の実績等を踏まえて、基本構想

の改訂を行うもの。 

 

２ 改訂の内容 

（１）改訂にあたっての基本的考え方 

現基本構想における保育所配置の基本的な考え方を継承しながら、構想策定時の想定を上回って

増加している就学前児童数、保育ニーズ量（入所申込者数）の推計を見直す。その上で施設整備等

によって増加した保育定員を踏まえ、今後の保育所配置の方向性を示す。 

（２）就学前児童数及び保育ニーズ量の増加 

構想策定時における推計値と比べると、就学前児童数や保育ニーズ量は大きく増加しているため、

実態に合わせて修正する。 

【就学前児童数と保育ニーズ量の推計値】 

指標 
推計値（Ｈ32） 

増減 
構想策定時 見直し後 

就学前児童数 8,648 人 11,622 人 ＋2,974 人 

保育ニーズ量 3,588 人 5,408 人 ＋1,820 人 

（３）これまでの施設整備による受け皿確保 

本市では、増加する保育ニーズに対応するため、私立保育所等の施設整備によって、構想策定以

降、新たに 1,612 人の保育定員を確保した。なお、老朽化等による廃止（私立１か所、公立６か所）

によって 560 人の定員が減少しており、全体の増減は 1,052 人の定員増となっている。 

【本構想策定後の私立保育所等の整備状況】 

 
※定員は、利用定員を示す。 

  

地区 保育所名 定員(人) 地区 保育所名 定員(人)

あい保育園西条中央 90 三永太陽保育園 150

あおぞらキッズスクール 30 小計 150

あい保育園西条東 90 認定こども園アザレアキッズステーション 40

西条あおい保育園 120 八本松みづき認定こども園 60

あい保育園寺家 90 小規模保育所めばえ保育園 19

オーエヌ第１保育園 60 小計 119

あい保育園広島大学前 80 ひまわり認定こども園 30

にじいろ保育園 82 認定こども園みどりがおかようちえん 66

あい保育園寺西 80 小計 96

認定こども園さざなみの森 120

認定こども園サムエル西条こどもの園 245 1,612

認定こども園みそのうこばとの森 160

小計 1,247
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（４）今後も増加する保育ニーズ量への対応 

【平成 28 年度の推計】                                   (人) 

地区 

現 状 

０～５歳人口 保育ニーズ量 

定員過不足（△は不足） 

認可 

定員 

（注 1） 

利用 

定員 

(注 2) 

入所児童数 入所申込児童数 
認可定員－ 

保育ニーズ量 
利用定員－ 

保育ニーズ量 

Ｈ28.4 Ｈ28.12 Ｈ28.4 Ｈ28.12 Ｈ29 Ｈ32 Ｈ29 Ｈ32 Ｈ29 Ｈ32 Ｈ29 Ｈ32 

西条北部 2,177 2,032 1,946 2,052 1,989 2,174 4,814 4,966 2,374 2,450 △191 △267 △336 △412 

西条南部 340 340 337 365 337 379 1,118 1,153 413 427 △73 △87 △73 △87 

八 本 松 875 784 658 698 671 718 1,888 1,878 749 745 126 130 35 39 

志  和 220 210 199 206 199 207 223 218 229 223 △9 △3 △19 △13 

高  屋 580 575 581 611 593 635 1,618 1,615 638 636 △58 △56 △63 △61 

黒  瀬 576 571 460 495 464 518 1,081 1,169 526 569 50 7 45 2 

福  富 100 80 42 49 42 49 70 64 48 44 52 56 32 36 

豊  栄 70 70 53 57 53 57 84 87 59 61 11 9 11 9 

河  内 110 110 115 121 115 124 214 221 122 127 △12 △17 △12 △17 

安 芸 津 220 200 118 127 118 133 265 251 133 126 87 94 67 74 

全    体 5,268 4,972 4,509 4,781 4,581 4,994 11,375 11,622 5,291 5,408 △23 △140 △319 △436 

【対応策】 

① 私立保育所の定員引き上げ 

 私立保育所のうち、開設時に定員を引き下げている施設について、定員の引き上げを検討する。 

② 既存施設の改築時等における定員引き上げ 

  老朽化している既存施設を改築等する場合に、定員の引き上げを検討する。 

③ 幼稚園の認定こども園への移行推進など保育機能を有する施設の活用 

  幼稚園の認定こども園へ移行による保育定員の確保など既存施設の有効活用を検討する。 

 

３ 検討の経緯と今後の予定 

（１）保育所適正配置検討部会の設置・開催状況 

東広島市子ども・子育て会議に「保育所適正配置検討部会」を設置し、次のとおり検討を行った。 

年 月 日 会 議 名 主な内容 

平成 28 年 12 月 14 日 第１回検討部会 
改正目的、改正内容、待機児童増加等の環境変化へ

の対応、改訂手続き 

平成 29 年１月 23 日 第２回検討部会 保育所適正配置基本構想改訂（案）について 

平成 29 年２月 23 日 第３回検討部会 保育所適正配置基本構想改訂（案）について 

平成 29 年３月 23 日 子ども・子育て会議 保育所適正配置基本構想【改訂版】（案）について 

（２）パブリックコメント 

 平成２９年４月１８日から平成２９年５月１７日まで実施 

（３）今後の予定 

７月下旬  成案完成 

８月中旬  議会に報告 

 


